
第２回有識者会議における意見聴取の進め方について 

 都道府県行動計画の作成等 

① 特措法第７条第１項関係  

   「（都道府県行動計画）都道府県知事は、政府行動計画に基づき、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策
の実施に関する計画（以下「都道府県行動計画」という。）を作成するものとする。」 

② 特措法第７４条関係 

   「（事務の区分）この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務（都道府県警察が処理することとさ
れているものを除く。）は、地方自治法第２条第９項第１号 に規定する第一号法定受託事務※とする。」 

 青森県行動計画の作成方針等 

① 青森県行動計画素案は、政府行動計画（平成25年6月7日）に基づき、県や市町村等が講じる対策等の内容を記載  

② 政府行動計画で示された対策に加えて、本県の特色（在日米軍の存在等）を追記、または、政府行動計画の表現を一部修
正等 

 （※） 「第一号定受託事務」（地方自治法第２条第９項関係） 
   法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであ
つて、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるもの。各大臣は、その所管す
る法律又はこれに基づく政令に係る都道府県の法定受託事務の処理について、処理基準を定めることができる。（自治法第249条の5第1項） 

    例） 国政選挙、旅券交付、生活保護、国道管理 戸籍事務 

 意見聴取の進め方について 

① 青森県行動計画素案について、素案の記載ぶりに加え、主に青森県の状況（在日米軍の存在等）に応じた
、県の独自性に着目した対策等に関する事項を中心に、ご意見を伺いたい。 

② また、素案に記載する被害想定については、平時に検討する病床等の確保等の目安、指定（地方）公共機
関や事業者の業務計画等の作成にあたって参考に資することなどから、併せてご意見を伺いたい。 
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新型インフルエンザ発生時の被害想定について 【資料２のうち「◆意見聴取の進め方②」関係】 

※「新型インフルエンザ等対策特別措置法案に対する附帯決議」 

    政府行動計画を策定する際の根拠となる被害想定については、最新の科学的知見を踏まえ、いたずらに過大なも
のとすることのないようにすること。 

○ 行動計画の策定に当たっては、対策を考える上で患者数等の流行規模に関する数値を置くが、実際に新型インフルエンザ
が発生した場合、これらの想定を超える事態もあり得ることを念頭に置いて対策を検討することが重要である。 

○ なお、これらの推計においては、新型インフルエンザワクチンや抗インフルエンザウイルス薬等による介入の影響（効果）、
現在の我が国の衛生状況等については推計の前提とはしていないことに留意する必要がある。 

前提 

 政府行動計画では、これらの前提の下、医療機関を受診する患者数、入院患者数、死亡数等を推計 国の推計 

＜第7回欧州インフルエンザ会議（1993年）による勧告を用いて試算＞ 
 ※全人口の25％が罹患すると想定 

罹患者数：約3,200万人と推計 

＜米国疾病管理センター・モデル（FluAid）を用いての試算＞ 
※症状等が中等度のシナリオ 

医療機関を受診する患者数：約1,300万人～2,500万人と推計 
 

【中等度】 入院患者53万人、死亡者17万人 
（アジアインフルエンザ等並みの中等度の致死率 0.53%） 

【重度】 入院患者200万人、死亡者64万人 
（スペインインフルエンザ並みの重度の致死率2.0%を加味） 

＜米国疾病管理センター・モデル（FluSurge）を用いての試算＞ 
※中等度・重度における入院患者数・死亡患者を利用 

１日あたりの最大入院患者数：【中等度】10.1万人 【重度】39.9万人 

• 国民の25％が、流行期間（約8週間）にピークを作りながら順次罹患する。罹患

者は1週間から10日間程度罹患し、欠勤。罹患した従業員の大部分は、一定の

欠勤期間後、治癒し（免疫を得て）、職場に復帰する。 

• ピーク時（約2週間）に従業員が発症して欠勤する割合は5％程度と考えられる

が、従業員自身の罹患のほか、むしろ家族の世話、看護等（学校・保育施設等

の臨時休業や一部の福祉サービスの縮小、家庭での療養などによる）のため、

出勤が困難になる者、不安により出勤しない者が多数いることを見込み、ピー

ク時（約2週間）には従業員の最大40％が欠勤するケースが想定 

健康への影響など 

＜アメリカ、カナダのパンデミック計画を参考＞ 
パンデミックに対する国家戦略（米国国土安全保障委員会、2006年5月） 
医療部門におけるパンデミック計画（カナダ公衆衛生庁、2006年12月） 

国民経済への影響など 

FluAid2.0（2001年） http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/fluaid.htm 
FluSurge2.0（2004年） http://www.cdc.gov/flu/pandemic-resources/tools/flusurge.htm 
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新型インフルエンザ発生時の被害想定＜青森県の場合＞【たたき台】 

推計の条件 
 
 
 
項目 

政府行動計画における国内の被
害想定 

①政府行動計画における試算方
法を適用して試算 

②政府行動計画における被害想
定を人口構成により試算【参考値】 

患者数等：FluAid、入院患者等：
FluSurge、社会への影響：米国のパ
ンデミック国家戦略、カナダの保健部
門用パンデミック計画 

患者数等：FluAid、入院患者等：
FluSurge、社会への影響：米国のパ
ンデミック国家戦略、カナダの保健部
門用パンデミック計画 

＜平成22年国勢調査確定値＞ 
日本人口    1億2,805万7,352人 
青森県人口      137万3,339人 

人口構成比 1.072％ 

感染者数 全人口の25％ 全人口の25％ （約343,000人） 全人口の25％ （約343,000人） 

受診患者数 
約 1,300万人～約 2,500万人 約 14.4万人～約 26.6万人 

＜国の推計と県の人口構成比による＞ 

約 13.9万人～約 26.8万人 

入院患者数 ＜受診患者数推計の上限値である
約2,500万人を基＞ 

中等度   上限は約 053万人 
重  度   上限は約 200万人 

＜受診患者数推計の上限値である
約26.6万人を基＞ 

中等度    上限は約 06,400人 
重  度    上限は約 24,200人 

＜国の推計と県の人口構成比による＞ 
 

中等度    上限は約 05,700人 
重  度    上限は約 21,500人 

1日当たり入院患者数 ＜流行発生から5週目＞ 

中等度      最大 10.1万人 
重  度      最大 39.9万人 

＜流行発生から5週目＞ 

中等度    最大 1,100人 
重  度    最大 4,100人 

＜国の推計と県の人口構成比による＞ 

中等度    最大 1,100人 
重  度    最大 4,300人 

死亡者数 ＜受診患者数推計の上限値である
約2,500万人を基＞ 

中等度     上限は約 17万人 
重  度     上限は約 64万人 

＜受診患者数推計の上限値である
約26.6万人を基＞ 

中等度    上限は約 2,050人 
重  度    上限は約 7,700人 

＜国の推計と県の人口構成比による＞ 
 

中等度    上限は約 1,800人 
重  度    上限は約 6,900人 

社会への影響 ○ピーク時（約２週間）に従業員が
発症して欠勤する割合は、多く
見積もって５％程度 
○従業員のり患のほか家族の看
護等などにより、ピーク時（約２
週間）には従業員の最大４０％
程度が欠勤するケースが想定 

○同左 ○同左 

 青森県行動計画では、政府行動計画における考え方に基づきながら、医療機関を受診する患者数、入院患者数、死亡数等につ
いて、次のような推計の考え方を一旦示すものであるが、青森県有識者会議の意見を聴きながら、「一つの想定」として定めていく。 
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「政府行動計画における試算方法を適用して試算①」する方法 

平成22年国勢調査基本集計（青森県人口） 
00-19歳   239,150人 
20-64歳   781,421人（年齢等不明5,142人を含む。） 
65歳以上 352,768人 
合計   1,373,339人 を入力する。 

平成22年国勢調査基本集計（青森県人口） 
00-18歳   228,453人 
19-64歳   792,118人（年齢等不明5,142人を含む。） 
65歳以上 352,768人 
合計   1,373,339人 を入力する。 

＜米国疾病管理センター・モデル（FluAid）を用いての試算方法＞ ＜米国疾病管理センター・モデル（FluSurge）を用いての試算方法＞ 

流行期間中の 
・受診患者数 
・入院患者数 
・死亡者数 
などが推計され、シート化されて出力 
【流行期間は8週間、12週間など、感染率は15％、25％、35％などと設定可能】 

流行期間中の 
・入院患者数 
・死亡者数 
・週ごとの入院患者数 
などが推計され、流行期間の各週ごとに入院患者数等が
グラフ化等されて出力 
【流行期間は8週間、12週間など、感染率は15％、25％、35％な
どと設定可能】 



「政府行動計画」における被害想定のうち 

「新型インフルエンザ等発生時の社会への影響」 

新型インフルエンザに対する国家戦略（米国国家安全保障会議、2006年） 健康部門における新型インフルエンザ計画（カナダ公衆衛生庁、2006年） 

http://www.flu.gov/planning-preparedness/federal/index.html# 
http://www.phac-aspc.gc.ca/cpip-pclcpi/pdf-eng.php 

ピーク時の週には欠勤率４０％ ピークになる第２週には欠勤率２０～２５％ 


